
説明会
～「旧林愛作邸」を現位置に保存するための

保存範囲に関する考え方について～

世田谷区 世田谷総合支所街づくり課

世田谷区 教育委員会事務局生涯学習課

令和７年２月２８日（金）、３月１日（土）

著作権上、当日お配りした資料とは
異なる部分がございます



・資料のおいてある席にお座りください。

・次の内容を遵守していただきますようお願いいたします。

 → 発言される方のご意見については、最後までご清聴ください。

 → 写真撮影、録画はご遠慮ください。

 → 質疑応答の録音は、個人情報保護のためご遠慮ください。

 → 会場内にて携帯電話での通話はご遠慮ください。

 → 配布資料についてSNS等に投稿することはご遠慮ください。

（後日、区のホームページに掲載いたします）

説明会に参加していただいた皆様へ
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１．説明会の内容

２．旧林愛作邸の概要

３．これまでの経緯及び説明会の開催結果

４．旧林愛作邸の重要性及び現位置保存の必要性について

５．旧林愛作邸の保存範囲の考え方について

６．後藤治教授よりコメント 

７．今後の進め方について

目次

3



１．説明会の内容
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説明会の内容
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本日は、

■旧林愛作邸の重要性及び現位置保存の必要性

■旧林愛作邸を現位置に保存するための保存範囲の考え方

 を区から説明します。

その後、工学院大学 後藤治教授より、区が説明した内容につ

いて、コメントをいただきます。



２．旧林愛作邸の概要について
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旧林愛作邸の概要
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・所在地 ：世田谷区駒沢一丁目１番

（東京府荏原郡駒沢村字上馬引沢９３２番地）

・規模 ：敷地面積約2.8ha、延床面積333.31㎡

・構造 ：木造平屋建（一部地下1階）、寄棟屋根銅板葺

・建築年代 ：大正6年（1917）～大正8年（1919）の間

・施主 ：林 愛作（帝国ホテル支配人）

・原設計 ：フランク・ロイド・ライト（米国の建築家）



現地の状況について
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野球場

旧社員寮

旧林愛作邸

テニスコート



徒渉池及び大広間庭園、和室及び大広間
9

現地の状況について



 ３．これまでの経緯
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これまでの経緯（令和6年2月～）

令和6年2月 区教育委員会より旧林愛作邸の保存活用に関する要望書を

住友不動産株式会社へ提出

４月 住友不動産株式会社より旧林愛作邸の保存に関する要望書を

区に提出

７月 周辺住民への説明（現位置保存に向けた取組み等の報告）

８月  「土地利用の基本的な考え方」の決定

旧林愛作邸見学会（周辺居住者対象）

10月 周辺住民への説明（「土地利用の基本的な考え方」の報告）

11



これまでの説明会等の概要①（詳細はHP「18122」）

■日時

令和６年７月１９日（金）・７月２０日（土）

■場所

上馬まちづくりセンター ２階会議室

■説明内容

 ・旧林愛作邸（周辺の池等の庭園を含む）の文化財としての歴史的価値

 について

 ・旧林愛作邸の現位置での保存における区の基本的な考え方について

■出席者

 ２６名 12

世田谷区
ホームページ

二次元コード



これまでの説明会等の概要②（詳細はHP「18122」）

■日時

令和６年１０月１８日（金）・１０月２０日（日）

■場所

駒沢小学校 １階ミーティングルーム

■説明内容

 ・駒沢一丁目 1 番地区に現存する旧林愛作邸の保存及び活用に向けた

     土地利用の基本的な考え方について（世田谷区）

 ・世田谷区に提出された要望書の説明（所有者） 

■出席者

２３名 13

世田谷区
ホームページ

二次元コード



 ４．旧林愛作邸の重要性及び
 現位置保存の必要性について
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旧林愛作邸の重要性及び現位置保存の必要性
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■モダニズム建築の三大巨匠の日本における影響
・フランク・ロイド・ライト
⇒アントニン・レーモンド、遠藤新、南信、土浦亀城など多数
⇒似た作風はライト風と呼ばれる（甲子園ホテル、萩原邸、駒沢
大耕雲館等)。軒の深い庇、窓を縦長に分割するなど。

⇒スクラッチタイルの流行が起こる。
・ル・コルビュジェ

⇒前川國男、坂倉順三、吉阪隆正、丹下健三など
⇒国立西洋美術館

・ミース・ファン・デル・ローエ
⇒戦後の現代建築に間接的に大きな影響



旧林愛作邸の重要性及び現位置保存の必要性
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■宅地化される以前の大正時代から今日まで存在し続けている

明治10年代測図 「歴史的農業環境閲覧システム」を利用
https://habs.rad.naro.go.jp/compare.html (2025.02.12)

旧林愛作邸



旧林愛作邸の重要性及び現位置保存の必要性
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「陸地測量部地図」昭和4年修正 旧林愛作邸 「今昔マップ」を利用 https://ktgis.net/kjmapw/(2025.02.12)



旧林愛作邸の重要性及び現位置保存の必要性
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■ フランク・ロイド・ライトの20世紀建築作品群
・ユニティ・テンプル（イリノイ州 1905）
・ロビー邸（イリノイ州 1908） ★
・タリアセン（ウィスコンシン州 1911） ★
・ホリーホックハウス（カリフォルニア州 1918）
・ジェイコブス邸（ウィスコンシン州 1936）
・カウフマン邸－落水荘－（ペンシルベニア州 1934）
・タリアセン・ウェスト（アリゾナ州 1938）
・グッゲンハイム美術館（ニューヨーク州 1943）
★は、旧林愛作邸と同様に「プレーリースタイル」で設計。



旧林愛作邸の重要性及び現位置保存の必要性
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・近代建築３大巨匠に数えられるフランク・ロイド・ライトが日本に残した

 数少ない建築物であり、ライトが得意とした住宅建築は２棟のみ。

・世界遺産である「ロビー邸」、「タリアセン」とも共通点が多い、水平を

 強調したプレーリースタイルの特徴を持つ。

・ライトを日本に招いた林愛作への返礼的作品で二人の関係を象徴。



旧林愛作邸の重要性及び現位置保存の必要性
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・林愛作の意向が取り入れられた、簡素な「米国式バンガロー」。

・傾斜地に面する特徴的な地形の立地条件は、「有機的建築」の前

 提であり、現位置でなければ継承することができない。

・主屋以外にも残すべき要素が多く、現位置での保存が必須である。

・世田谷の近代化過程を伝える貴重な遺構であり、現位置に残り続け 

ることで、地域の財産となる存在。



旧林愛作邸保存への要望や意見のご紹介
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■日本建築家協会世田谷地域会（区への要望）
（2022年7月）

■フランク・ロイド・ライト建築物保存協会（区への要望）
（2023年1月）

■フランク・ロイド・ライト建築物保存協会（世田谷区民の皆様へ）
（2024年11月）

■世田谷区文化財保護審議会（区教育委員会への意見）
（2025年２月）

■日本建築学会関東支部（藤木教授）（区への要望）
（2025年２月）



旧林愛作邸保存への要望や意見のご紹介
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■日本建築家協会世田谷地域会（区への要望）



旧林愛作邸保存への要望や意見のご紹介
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■日本建築家協会世田谷地域会（区への要望）



旧林愛作邸保存への要望や意見のご紹介
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■フランク・ロイド・ライト建築物保存協会（区への要望）



旧林愛作邸保存への要望や意見のご紹介
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■フランク・ロイド・ライト建築物保存協会（区への要望和訳）



旧林愛作邸保存への要望や意見のご紹介
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■フランク・ロイド・ライト建築物保存協会（世田谷区民の皆様へ）



旧林愛作邸保存への要望や意見のご紹介
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■フランク・ロイド・ライト建築物保存協会（世田谷区民の皆様へ）



旧林愛作邸保存への要望や意見のご紹介
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■世田谷区文化財保護審議会（教育委員会への意見）



旧林愛作邸保存への要望や意見のご紹介
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■日本建築学会関東支部（藤木教授）（区への要望）



旧林愛作邸保存への要望や意見のご紹介
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■日本建築学会関東支部（藤木教授）（区への要望）



旧林愛作邸保存への要望や意見のご紹介
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■日本建築学会関東支部（藤木教授）（区への要望）

千葉工業大学 創造工学部 建築学科 藤木竜也教授



 ５．旧林愛作邸の保存範囲の
考え方について
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（１）旧林愛作邸の重要性及び現位置保存の必要性
・日本に４棟のみ現存するフランク・ロイド・ライト設計の建築物の一つであり、住
 宅作家として著名なライトの住宅建築は２棟のみであるなど、重要かつ希少な
存在である。

・フランク・ロイド・ライトが構築した「プレーリースタイル」や「有機的建築」といった建
築様式は、ユネスコ世界遺産に登録されるなど世界的に高く評価されており、旧
林愛作邸にも、それらの特徴が表現されている。
・周囲の環境との調和を重視するフランク・ロイド・ライトの建築物は、移築によって
周囲の環境と隔離されることで、意義と重要性が失われてしまう。

    ・世田谷区の歴史・文化を物語る貴重な歴史遺産であり、必ず現位置に保存し、
地域の財産として継承していくことが必要である。

    ・旧林愛作邸を後世に伝えていくためには、現位置において文化財保護制度に
基づき保護されるとともに、適切に保存修理されることが必要である。

旧林愛作邸の保存範囲の考え方（1/10）
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（２）旧林愛作邸敷地の現状
①主屋及び周辺
 ・主屋は、建築当初の位置のまま現存している。

地下室や基礎も、当初に構築されたものが残っ
ていると考えられる。【1】

   ・玄関周辺は、建築当初から、概ね改変されて
いない。【2】

   ・徒渉池は、応接室と一対で設計されており、
建築当初の姿を残している。【3】

   ・主屋及び徒渉池東側には、林邸建築当初に
植栽されたと考えられる西洋松等の大木が残
る。【4】

旧林愛作邸の保存範囲の考え方（2/10）

主屋【１】

玄関周辺【２】

徒渉池【３】

主屋東側高木【４】
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（２）旧林愛作邸敷地の現状
 ①主屋及び周辺

    ・主屋周辺の庭園は、植栽の変更や生け垣の
設置など、当初からの変更はあるものの、芝庭
の雰囲気や地形は建築当初の姿を伝えている。
【５】

 ②主屋北側
・正門は、林邸建築当時の位置から変わっておら
ず、守衛室も当初から残っている建築物と考え
られる。【６】

旧林愛作邸の保存範囲の考え方（3/10）

芝庭【５】 芝庭及び当初地形【５】

守衛室【６】 門柱【６】
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（２）旧林愛作邸敷地の現状
 ②主屋北側

   ・正門及び門柱は建築当初の位置にあり、北側
道路から主屋への動線は、建築当初から維持
されている。【７】

 ・主屋までのアプローチは、当初とは異なるものの
建築時の雰囲気を伝えている。【８】

  ・主屋北側のロータリーには巨樹が生育し、建築
当初に植栽された可能性が高い。【9】

旧林愛作邸の保存範囲の考え方（4/10）

入口動線【７】

アプローチ【８】

ロータリー【９】
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（２）旧林愛作邸敷地の現状
 ③主屋西側
  ・主屋西側には、クラブハウスが建築され、空地と

なっている主屋北西角付近と併せ、建築当初の
状況は不明である。また、植栽時期は不明であ
るが、北西側には樹林地が広がり、主屋と相まっ
て落ち着いた雰囲気を形成している。【10】

④主屋東側
    ・正門からのアプローチ及び主屋の東側には社宅

が建築されており、それ以前の状況や建築当初
の土地利用を伺い知ることはできない。【11】

旧林愛作邸の保存範囲の考え方（5/10）

西側主屋跡【10】

北西側空地【10】

東側社宅【11】
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（２）旧林愛作邸敷地の現状
 ⑤主屋南側
  ・芝庭の南側は、野球場が造成され土地が削平

されている。史料では林が農園を経営していた
区域にあたるが、当時の状況は不明である。
【12】

・敷地南西側には、研修施設が建築されている。
テニスコート付近には、大谷石の擁壁が残存し、
建築当初の構造物の可能性があるが、詳細は
不明である。【13】

旧林愛作邸の保存範囲の考え方（6/10）

南側野球場【12】

南西側擁壁【13】
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■保存が必要な範囲図

旧林愛作邸の保存範囲の考え方（7/10）
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（３）保存範囲に関する考え方（エリア別）
 ①主屋及び周辺

・主屋は、建築当初の位置のまま現存しており、地下室や基礎も含め、現位
     置に保存していくことが必要である。【1】

・玄関周辺の外構は建築当初の雰囲気を伝えており、現位置に保存していく
ことが必要である。【2】

・徒渉池は、旧林愛作邸のデザインを特徴づける重要な構成要素であり、現
位置に保存していくことが必要である。【3】

    ・主屋及び徒渉池東側には、建築当初に植栽されたと考えられる西洋松等
の大木が残るため、庭園の一部として保存していくことが必要である。【４】

旧林愛作邸の保存範囲の考え方（8/10）
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（３）保存範囲に関する考え方（エリア別）
 ①主屋及び周辺

・主屋周辺及び南側の庭園は、芝庭の雰囲気や地形が残っており、現位置
     に保存していくことが必要である。なお、生け垣は後になって設置されたもので

あり、生け垣を庭園の境界とすることはできない。また、主屋南側と他施設の
離隔については、十分に配慮することが望ましい。【５】

   ②主屋北側
  ・守衛室は、主屋と同時期の建築と考えられ、当初の姿がよく残っているため、

主屋とともに保存していくことが必要である。また、門柱の少なくとも一方は建
築当初からのものであり、保存していくことが必要である。【６】

    ・正門及び門柱は建築当初の位置にあり、北側道路との位置関係も旧林邸
保存の重要な要素であるため、将来的にも敷地外からの入口及び動線とし
て維持することが必要である。【７】

旧林愛作邸の保存範囲の考え方（9/10）
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（３）保存範囲に関する考え方（エリア別）
 ②主屋北側
  ・正門から主屋までのアプローチについては、敷地内の位置関係を維持する上

で重要なスペースであるため、保存していくことが必要である。【８】
    ・玄関北側のロータリー付近には、建築当初頃の植栽と思われるヒマラヤスギの
     巨樹が生育しており、ロータリーの形状も含め現位置に保存していくことが必要

である。なお、【7】及び【8】を含め、林邸敷地の重要な部分であるため、主屋
から正門まで一体的に庭園として保存していくことが必要である。【9】

   ③主屋西側
    ・建築当初の写真では、主屋が西側に伸びていたことが確認されており、十分な

空地を確保することが必要である。また、北西側は、主屋周辺及び北側の保
存エリアと不可分の庭園となっており、今後の林邸活用のために必要となる可
能性もあるため、一体的に保存していくことが必要である。【10】

旧林愛作邸の保存範囲の考え方（10/10）



６．後藤治教授
コメント 
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後藤治教授のご紹介
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・ 東京大学 工学系研究科 建築学専攻 博士
・ 文化庁に入庁し文部技官、文化財調査官（～1999）
・ 工学院大学総合研究所教授（2018～）
・ 研究分野は建築史、都市計画等
・ 各地の歴史的建築物及び町並の保存修復に参画
・ 文化庁在職中は、調査官として「自由学園明日館」の
 重要文化財指定、登録文化財制度創設などに携わる。

・ 文化審議会文化経済部会臨時委員
・ 文化審議会建築文化ワーキンググループ座長
・ 重要文化財法務省旧奈良監獄保存活用検討委員会委員長



７．今後の進め方について
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今後の進め方について

① 「保存範囲の考え方」を基に、保存範囲について所有者と協議します。

② 確定した保存範囲をもとに、都市計画諸制度等の活用について、検

 討を進めます。

③ ②の内容については、2025年度以降に街づくり懇談会を開催し、周

 辺にお住いの皆様のご意見を伺いながら検討してまいります。



質疑応答

本日ご説明しました次の内容について、ご意見、ご質問がありました
ら挙手をお願いいたします。

■旧林愛作邸の重要性及び現位置保存の必要性について

■旧林愛作邸の保存範囲の考え方について

■今後の進め方について など
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本日の説明会はこれで終了です。
ご出席ありがとうございました。
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世田谷区 世田谷総合支所街づくり課

世田谷区 教育委員会事務局生涯学習課

令和７年２月２８日（金）、３月１日（土）
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